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登校禁止期間の延長について 

 

コロナウィルス感染拡大防止のため、予定していた４月１２日・１５日の登校日を休校と

させていただきましたが、さらに登校禁止期間を４月２４日まで延長することとなりまし

た。 

つきましては、以下の内容を確認し、学校再開予定となっている５月３日(日)に向けて準

備をしてください。 

また、この連絡は４月１５日現在の対応ですので、今後の状況により、変化することが考

えられます。その都度、メール等で連絡していきますので、必ず確認するようにしてくださ

い。 

 

記 

 

１．登校禁止期間 

４月１２日（日）～４月２４日（金）   学校再開は５月３日(日)からになります。 

※この期間、生徒の登校は禁止とさせてもらいます。 

 

２．レポートについて 

   ４月５日・１２日・１９日配布分、のレポートは５月３日（日）以降のスクーリング

等で行いますので必ず持参するようにしてください。 

この期間のレポートに関しては指定された提出締切日とはしませんので、各教科担

当教員の指示に従い速やかに提出するようにしてください。 

 

３．時間割について 

別紙の「４月１５日改訂版 時間割」が半年間の新しい時間割になります。この時間

割については４月１５日現在のものであり、今後の状況によっては変更をすることもあ

ります。 

また、通信制のホームページ内の「新型コロナウィルス感染症に対する対応」にも掲

載しています。必ず確認して頂き、5 月３日（日）から予習を必ず行い、忘れ物のないよ

う登校してください。 

 

以上 

 

大 方 高 校 通 信 制 

TEL 0880-43-1079 


